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１ ．問題と目的 －『子供の生活状況調査』と学校改善の諸課題－  
 

2013(平成 25)年に「こどもの貧困対策の推進に関する法律」が成立し、翌年『子供の貧困対策に関する大綱』

が閣議決定された。2019(令和元)年の新大綱の閣議決定と翌年 2 月からのコロナ禍も踏まえて 2021(令和 3)年に

『子供の生活状況調査』が実施された。幸福感と満足感の比較研究(小林ら,2015)や格差の多様性の議論(小
林,2017)を積み重ねてきた社会学者が座長となり中学 2 年生(以下、「中 2」)と保護者の実態を調査し『e-Stata 政

府統計の総合窓口』(以下『e-Stata』)1)でデータが公開されている。本学会会員に示唆に富む内容であるが、こ

のデータセットを用いた研究は座長の追加分析(小林,2022)以外は見当たらない。そこで、本研究は本誌で複数回

にわたりこのデータセットの探索的追加分析を行いつつ、並行する課題点を我が国の公的統計も交えて探索する。

本稿は研究(1)として家計とキャリア(進学後に就職し収入を得る展望の過程)、その延長としての結婚と出生、子育

てなどの人生設計を公的統計データの探索的検討で仮説提案的議論(データマイニング)を行う。 
ところで、収入・所得 2)から「子供の貧困」を考えた場合、「子供のいる世帯」は全世帯中 2 割を下回っている

(令和 4 年『国勢調査』)。「児童のいる世帯」は全般的に所得が恵まれた世帯が度数分布で多数を占める (図
1)(『令和 4 年国民生活基礎調査』)3)。2013 年ごろより 2024 年まで続く好景気・失業率低減により現役世代では

失業率と当初所得が改善し、世帯収入 500 万円ぐらいまでは社会保障等の給付での所得再分配により優遇もなさ

れている 4)。今の我が国の全世帯の所得の度数分布を概観すれば相対的貧困 5)の問題は主に高齢者世帯の課題

であり、現役世帯の所得分布(図表 1.世帯主 25-59 歳世帯参照)は優位で、その中でも「児童のいる世帯」はさら

に余裕がある分布であることもふまえたい。 
「失われた 30 年」と言われるデフレ不況を脱しつつも、エネルギー価格上昇等を背景としたコストプッシュイン

フレ(需要よりも原材料高の物価高)の現在、税制に加えて社会保障負担増加で可処分所得の低下が生じ、スタグ
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要約：令和 3 年に内閣府は『子供の生活状況調査』を実施した。「保護者票」とと

もに中学 2 年生対象の「中学生票」からなる質問紙調査であり世帯収入だけでなく生

活習慣や精神状態、学習・学力の状況、進路展望など多岐にわたるデータ公開がな

されている。本研究は家計とキャリアと人生設計に注目して『子供の生活状況調査』

と最新の公的統計のデータマイニング(探索的分析と教育への仮説提案)を行う。 

 研究目的 1.として『子供の生活状況調査』での学習・学力の主観的状況や進学希

望などのクロス集計を中心とした追加分析を行った。その上で、研究目的 2.として進

学や就職、人生設計のなかの結婚などについて 47 都道府県ごとに公的統計の相関を

探索した。“豊かさ”と“貧しさ”と地域差の多様性についてデータの検討を行った。

その上で、学校改善において全体の普遍主義的課題と一部への選別主義的課題の考

え方について議論を行った。 
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フレーション(景気後退・所得伸び悩みでのイン

フレ)が懸念されている。このような現在の情勢

は中間層(世帯所得分布の 20%～80%で図表 1.
では世帯所得 200~500 万円)で 4 人家族程度の

世帯に打撃が大きいとの危惧 (長濱 2012)が現

実化しつつある(長濱 2024a)。インフレは年金等

の社会保障に頼る世帯にはより厳しく、日本の 8
割以上を占める子供のいない世帯にとって“世

帯所得 910 万以上へも(私立学校も含めた)「教

育無償化」の更なる充実”といった現金・現物

給付は所得再分配ではあるが“貧困対策なの

か？ ”は留意を要する。このような課題を克服す

るには金銭以外の教育投資にも理解を深めるこ

とであろう。この点で『子供の生活状況調査報告

書』6)の小林(2021)は経済資本以外にも子供自

身の能力等として人的資本や社会関係資本(支
えとなる人間関係等)、文化資本(生活・学習習

慣等)にまで豊かさと貧困への調査・議論を広げている 。 
本稿は研究目的 1 として、『子供の生活状況調査』より中 2 の将来の所得・収入に大きくかかわる進学と学習・

学力を中心に関連データの探索的整理を行う。次に、研究目的 2.として、上述の“子供のいない世帯”を含めて

キャリアと家計・人生設計を概観する意図で、子供を産むことができる世代の家計や結婚、出産、子育ての苦難に

関する公的諸統計の 47 都道府県データ相関分析をまとめていく。これにより“進学や就職で故郷を離れること”

や“結婚すること”、“子供が生まれること”、“子供を育てること”などのキャリア・人生転機について地域別 7)の探

索的推論を進める。 
 

２ ．方法 －利用公的統計と加工済みデータセットの公開－  
 

 『子供の生活状況調査』は 2715 部(有効回答 54.3%)の「保護者票」24 項目と「中学生票」19 項目からなる調

査である。『子供の生活状況調査報告書』とは別に『e-Stata』上で「単純集計表」と「クロス集計表」が Excel ブ

ック形式で公開されている。「クロス集計表」は実数と%表示で集計結果が整理されており、簡にして要を得なが

らも Excel シート 40 個分と大量である。研究目的 1．では各シートに Excel 基本機能「カラースケール」や「デ

ータバー」での追加加工を行い、そのデータ分析過程と追加の検討を加えて【データセット 1.】を公開する。確

認と追加分析にご活用されたい。 
 次いで、研究目的 2.として“進学や就職で故郷を離れること”や“結婚すること”、“子供が生まれること”、“子

供を育てること”などのキャリア・人生転機ついて地域別の探索的推論を公的統計 47 都道府県別データの相関分

析で検討する。本稿では「私立高校初年度学納金」8)と国立社会保障・人口問題研究所が都道府県統計として集

計した中で「出生率・普通率」と「出生率・標準化率」9)、『人口動態統計調査令和元年度』での「非嫡出子」

や「婚姻期間より妊娠期間が短い出生」等 10)、『国土交通省審議会地域生活圏専門委員会資料』として公開され

る「可処分所得」や「基礎支出」等 11)、『国勢調査』「産業 3 部門」の就業比率 12)の 47 都道府県別の割合(%)
を投入する。また、『福祉行政報告例令和 4 年』での「扶養件数」、『教育扶助受給人員令和 2 年度』の 47 都道

府県ごとの件数にそれぞれの『学校基本調査』13)より引用した児童・生徒数の合計数を割ることで比率を設けて

投入した。さらに、黒田ら(2024)による『全国学力学習状況調査』と各公的統計の相関検討の公開データセット 14)

も投入した。これらを【データセット 2】として公開する。こちらも確認と追加分析にご活用されたい。  
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【データセット 1】内閣府『子供の生活状況調査』追加加工 Excel ブック(高木,2025) 

 研究目的 1.に関わる『e-Stata』公開の『子供の生活状況調査』「クロス集計表」に追加加工を行ったデータセ

ット 1 15)を公開する。基本的に元データは単位が 1 で 1%で、筆者の算出した率は 1 で｢100%｣としている。著作

権の制限はないので自由に活用されたい。 
 

【データセット 2】結婚難と少子化、その子育てへの影響 N=47 統計 Excel ブック(高木,2025) 

 研究目的 2.に関わるデータセット 216)を公開する。著作権の制限はないので自由に活用されたい。 
 

３ ．結果 キャリアから考える『子供の生活状況調査』と公的統計の諸変数 
 

1) キャリアから考える『子供の生活状況調査』のデータマイニング 

 (1) 主観的な学習や学力(授業が分かる)のクロス集計よりみる状況 

世帯収入 17)を横・行において作成したクロス集計表が学習手段等(「中学生票」問２ )(シート 02)や学校がある

日とない日の学習時間(「中学生票」問 3a,b)(シート 03)、主観的な成績位置(「中学生票」問 4)(シート 04)にまと

められている。学習時間については時間の区切りを選択肢(カテゴリー)として選択する回答形式を取っている。そ

こで選択肢の示す学習時間の中央値とその回答比率を掛け合わせて列ごとに合計することで「合成変数学習時間」

(分)を設けた。以上を図表 2 に示す。 
世帯収入で見る限り成績の主観的評価である「下のほう」が「50~100 万未満」で特に大きく、「やや下のほう」

もあわせてみると「150~200 万未満」や「250~300 万未満」において発生率の高さが目立つ。合成変数学習時間

では 450 万円以上より学習時間が 1 日 70 分を超え始める。 
(2) 授業の理解度に差を与える変数 

 主観的な「授業の理解度」(「中学生票」質問 5.)(シート 05 と 06)に注目する。元データセットでは授業の理解

度を「いつもわかる」と「だいたいわかる」、「教科によってはわからない」、「分からないことが多い」、「ほとんど

わからない」の順序尺度 5 選択肢で尋ねている。他の質問が「授業の理解度」の差と関連するかを概観する目的

で「だいたいわかる」以上の合計%と「教科によってはわからない」以下の合計%を設け、「わかる」「わからない」

の差を列ごとに算出した。この中で、回答属性(行)の回答最大値群と回答最小値群さらに“最大値と最小値の差”

を「回答出現差」として表したものが図表 3 である。 

図表 2．R2 子供調査の「世帯収入」ごとの学習手段や学習時間、成績認知状況 
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回答出現差が大きい順に「進学希望」(「中

学生票」問 7)、次いで「世帯収入」(「保護

者票」問 18)(50 万円枠区切り)で、次に食事

の頻度の朝食と夕食(それぞれ問 11,a と b)、
「逆境体験」(「中学生票」問 15)と「主観的

幸福感」(「中学生票」問 14)となる。 
さらに図表 3 に示した回答出現差をより詳し

くみるために上位 1～6 位の分布を確認するた

め、授業理解について「わかる」以上と「教

科によってはわからない」以下を集計した棒グ

ラフを作成した(図表 4,5)。なお、「進学希望」

で「中学校まで」と回答したものは 10 名に満

たない。「逆境体験」は「ひとつもあてはまら

ない」(図表 4 では「なし」)が 75.5%で「1~2
個当てはまる」は 18.9%、「3~4 個あてはまる」

は 2.3%である。「朝食」を「週 1～2 日または

ほとんど食べない」は 4.6%が当てはまるが、

「夕食」の同回答者は 10 名に満たない。つ

まり、図表 3~5 の“取り立てて気になる回答・

属性”というのは“もともと目立つほど少属性

群”だから“取り立てて気になる”ことを留意

したい。この辺りは“リスク群は非リスク群の

危険変数が○倍”認識で“レモンのビタミン C
が△倍”的な印象の過剰な認知 18)に陥らないよう留意したい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 3．授業が「わかる」「わからない」の回答出現差一

図表 4．授業が「わかる」回答出現差の 1 位から 3 位の分布 
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 概ね、妥当な結果と理解されやすいものと想像する。 

(3) 進路展望に関する保護者・子供間の適合度 

次に、中 2 の「進学希望」を縦・列に、保護者の「進学の見通し」(「保護者票」問 14)を横・行に整理した行

列(シート 08)をもとにデータ探索を行った。クロス集計表をいわゆる Excel の条件付き書式機能を使ってヒートマ

ップ形式で可視化する。前述のように稀な個別属性群だけに注目しすすぎないようにまず実数のクロス集計表(図
表 6.)を置き、次いで%のクロス集計表(図表 7.)を置く。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図表 6 をもとに計算すれば回答の 41.0%は本人希望も保護者見通しも適合した「大学またはそれ以上」であり、

10.0%が「短大・高専・専門学校まで」で、9.6%が「高校まで」である。この適合の合計は 60.6%に上る。親子

の不適合についてみれば本人希望の方が親の見通しより高学歴であるものは 6.4%(本人が大学以上を希望する

のに親見通しがそれ以下 4.6%、短大等を希望するのに親見通しがそれ以下 1.7%)であり、親見通しの方が本人

図表 6．保護者進学見通しと「中 2」進学希望の適合度(実数) 

図表 7．保護者進学見通しと「中 2」進学希望の適合度(%) 

図表 5．授業が「わかる」回答出現差の 4 位から 6 位の分布 



学校改善研究紀要 2025 特集論文 

19 
 

希望より高学歴であるのは 15.5%(親が大学以上を希望する

のに本人がそれ以下を希望する 3.1%、親が短大等以上を希

望するのに本人がそれ以下 12.4%)である。残りの本人希望

が「よくわからない」18.9%(なお、親見通しは 13.4%)である

が、この内訳は親の見通しとして「中学校まで」0.1%で「高

校まで」3.3%、短大等が 4.0%、大学以上は 5.9%である。ま

た、親子ともに「よくわからない」は 4.9%である。なお、“本

人が高校卒業後の進学希望を保護者見通しから妨げられて

いる”合計比率は本人「その他」を加えても 7%未満である

ことをおさえておきたい。 
 次に世帯収入別に進学希望が高校までになる者と「まだわ

からない」と「不明」の回答者の合計%を整理した(図表 8.)。
450 万円以上あたりから短大等や大学以上の進学希望が増

え、世帯収入 350 万円から 500 万円あたりまで「まだわから

ない」の%がある程度高いことがわかる。 
(4) 中 2 の主観的幸福感の背景要因 

 主観的幸福感(生活満足感)(「中学生票」問 14)の分布を確認する。『子供の生活状況調査』では主観的幸福感

の７ -10 と 6-4、3-0 の 3 群に分けた集計を各シートで行っており、この集計をもとに主観的幸福感を縦・列におい

て他の質問項目とのクロス集計(シート 15)を加工した。ここでは、主観的幸福感(7-10)を高群、主観的幸福感(6-0)
を非高群とする。それぞれの回答属性ごとに最大値と最小値、出現差(最大値-最小値)を表示することで各回答属

性の主観的幸福感への影響力の比較を行った(図表 9.)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

この結果、出現差は「支援の利用場所 d.なんでも相談できる場所」(「中学生票」問 18)や保護者の「この１

カ月のあなたの気持ち」(ストレス・抑うつ尺度『K6』)「精神状態 d.気分が沈み込んで」(「保護者票」問 22)、
世帯収入の順であった。図表 10.に%を棒グラフにしてとりあげる。 
 「支援の状況」で相談場所を「希望」または「検討する」中 2 は 18.6%(利用経験有は 2.7%)である。主観的

幸福感が一般的状態であれば“支援の場所自体が認知されない”傾向が理解できる。保護者の精神状態各質問

の不安定な回答状態は図表 10.の「3 位精神状態 d.」のように、主観的幸福感(0-3)を着実に増しているように見え

る。また、世帯収入については 300 万～450 万あたりの主観的幸福感高群が低い。 
 
2) 47 都道府県ごとの他の公的統計でのキャリアと人生設計 
 前述の公的変数群諸変数の主に 50 歳男性未婚率、50 歳女性未婚率、“出生率差(普通率-標準化率)”、非嫡出

出現差 最大値 最小値 出現差 最大値 最小値
世帯収入（50万円枠) 23.7 70.6 46.9 23.6 52.1 28.5
世帯収入(200万円枠) 16.9 68.1 51.2 16.4 47.4 31.0
親の婚姻状況 16.6 70.0 53.4 9.2 45.6 36.4
精神状態 a．神経過敏に感じた 13.5 64.9 51.4 14.3 47.9 33.6
精神状態 b．絶望的だと感じた 18.5 64.9 46.4 19.7 53.5 33.8
精神状態 c．そわそわ、落ち着かなく感じた 19.9 66.0 46.1 20.9 53.9 33.0
精神状態 d．気分が沈み込んで 24.2 66.6 42.4 24.5 56.9 32.4
精神状態 e．何をするのも面倒 21.5 66.6 45.1 22.7 54.4 31.7
精神状態 f．自分は価値のない人間 16.4 63.8 47.4 15.8 50.8 35.0
支援の利用状況 a．平日の夜や休日を過ごす場所 16.7 67.2 50.5 17.0 48.9 31.9
支援の利用状況 b． 夕ごはんを無料か安く食べる場所 16.6 64.7 48.1 16.2 50.7 34.5
支援の利用状況 c．勉強を無料でみてくれる場所 7.8 66.6 58.8 8.1 40.3 32.2
支援の利用状況 d．何でも相談できる場所（電話やネット含） 33.6 65.1 31.5 31.8 65.7 33.9

幸福度高群(7-10) 幸福度非高群(0-6)
表15.幸福度「中２」

図表 9．主観的幸福感の高群(7-10)と非高群(0-6)の出現差一覧 

図表 8．世帯収入ごとの進学希望少数
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子率、教育扶助率、第 2 次産業従事率等の相関を Excel 関数「PEARSON」を活用して探索した。相関係数 0.6
以上と-0.6 以下の「強い相関」を図表 11.～20.の散布図で表記する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図表 11．女性生涯未婚と従事産業  図表 12. 人口増減と”出生率差”  

図表 13．”出生率差”と従事産業   図表 14. 女性生涯未婚と失業率  

図表 15．”出生率差”と 40 代前半出生率 図表 16. “出生率差”と従事産業   

図表 10．主観的幸福感の出現差上位 3 変数の高群・中群・低群の度数分布 
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 図表以外の相関や詳細は【データセット 2】を参照されたい。女性の生涯未婚率が高い県は第 2 次産業就業率

が低い(図表 11)。第 1,2,3 次産業就業率は全国平均で各々6.3%と 16.9%、76.8%で、第 3 次産業は主要な就業先

だが、“第 3 次産業就業以外の選択肢が少ない県は女性の生涯未婚率が高い”ともいえる。女性は“第 3 次産

業らしい職種”19)への就業傾向が高いことも人生設計に影響するかもしれない。これらは完全失業率の高い県ほ

ど女性の生涯未婚率が高い(図表 14)ことと合わせて考えると興味深い。 
 合成変数“出生率差”のイメージが図表 21.左の白抜面積(右の橙色追加面積と同)で仮説提案的に説明したい。

合計特殊出生率は調査年の 15-49 歳女性人口を分母に“女性 1 人あたり出生数”を算出する合成変数である。こ

れを地域別で用いたら、この年代の中で“進学や就職で結婚・出生をいったん人生設計の後に置く人達”の人口

移動で誤差が生じる。進学や就職先が乏しい地域(移動元)は分母減で“合計特殊出生率が高く”、逆にこれらが

豊かな地域(移動先)では分母(図表 21.橙色追加)増で“低く”合計特殊出生率が算出される。“出生率差”は黒田

ら(2024)よりの『国勢調査』「5 年間の人口増減率」と極めて高い相関(図表 12.)でほぼ同一の変数と考えることが

できる。図表 13 より“第 1 次産業就業率が高い(第 3 次産業以外の就職先の余裕有)地域ほど“出生率差”の低

下がおこりにくい”こと、また、“出生率差”と 40 代前半での女性の年代出生率の強い正の相関(図表 15)がみら

れた。つまり、人口増減は“結婚や出生を人生設計の先に置き､まず進学や就職で移動する人口”と“進学・就

職のための移動後に結婚し出生した人口”でほぼ説明がつくと考えられる。一見、“合計特殊出生率が高い地域”

でも“出生率差が低い”と、“貴重な高所得を目指せる若い人材を流出で失い”、その人たちが後ほど結婚し出生

する“未来の人口(出生数)も失っている”ということができる。 
子供の生活保護世帯の教育扶助受給率は第

3 次産業就業率が高い県で強い正の相関(図表

17.)となる。なお,教育扶助受給率と教育の扶養

受給率との相関変数の傾向は様相が異なって

おり“教育扶助と教育扶養の各々世帯の違いは

何なのか”を想像すると興味深い(【データセッ

ト 2.】を参照)。また、可処分所得平均と非嫡出

子率は高い負の相関がある(図表 18)。非嫡出子

率は図表 19.の極めて高い正の相関から、概ね、

図表 19．未成年出生率と非嫡出子率 図表 20. 学テ正答低群と非嫡出子率   
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図表 17．従事産業と子供生活保護率 図表 18. 可処分所得平均と非嫡出子率   

図表 21．人口移動としての“出生率差”のイメージ  
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未成年の出産で説明がつく。なお、非嫡出子率は『全国学力学習状況調査』中学国語正答の正答最小群発生率

と強い正の相関があるので、これは基礎学力確保で予防可能性があるのかもしれない。 
 

4．総合考察 
 

(1)研究目的 1. 『子供の生活状況調査』の描く学習・学力とキャリア 

1) 中 2 と保護者の主観的な学習・学力状況とその関連要因 

図表 2.より「主観的な成績のクラス内での位置」は世帯収入の 450 万円ぐらいまでで課題が散見される分布で

ある。『子供の生活状況調査』は世帯収入 300 万円未満を「貧困層」、300～600 万円を「準貧困層」として諸課

題を指摘している(小林,2021)。「準貧困層」の表現の妥当性は一考の余地があろうが、全国平均でこのあたりの世

帯所得は留意を要する。なお、内閣府政策統括官(2024)では共働きでも出産後に「103 万円の壁」の範囲で働く

と世帯の可処分所得が 400 万円未満に収束する試算を提示している。学習時間について「合成変数 学習時間」

を作成したが「学校がある日」も「学校がない日」も世帯収入が上がるごとに時間増が見られる。なお、東京大

学社会科学研究所・ベネッセ教育総合研究所(2021)の調査は中 2 の学習時間は成績上位層で 108 分、下位層で

88 分としている。 
図表 3,4,5 を合わせてみれば、授業が「わかる」と「わからない」を分ける要素は本人の「進学希望」が最も

大きな促進要因で、子供にとって深刻な個々の問題「逆境体験」(1 件以上でも経験ある者は 24.5%)は大きな阻

害要因といえる。しかし、「逆境体験」だけでなく“朝食や夕食を週 7 日毎日食べる”以外の家庭(朝食で 18.1%、

夕食で 2.1%)が数的に“大きいか？ ”の議論は難しい。概観しての学校改善の立場に立って言えることは、まずは

“現在の子供のいる世帯が家計と生活習慣の努力をしていることを讃え”、その上で“一部の気になる状況”を生

活指導・生徒指導の文脈で考えることが有益だと思われる。図表 4,5,10 あたりでも触れたが少数・部分的属性が

目立った課題を有するのは“一部だから目立つ”わけでもある。“一部を選別せず普遍の課題とする”感覚は福

祉・教育で重要であろうが“一部を選別した上で初めて支えが可能になる課題”も多いはずで、このあたりの論点

は後ほど議論したい。 
ところで、これらの数的な区切りを「格」と呼ぶことも可能で、これらに差を認知すれば「格差」や「剥奪感」

を論じることとなる。しかし、学歴や生活習慣などの可変的・操作介入余地の高い変数を固定的類型・属性(カテ

ゴリー変数)と理解したり、“短大等より 4 年制大学進学が有意義”というような“優劣”の順序尺度的な位置づけ

の発想には慎重さも欲しい。筆者の私見ではあるが、生涯学習社会の中で学歴やキャリアといった自身で順次実

現可能な発達課題の段階差を考える際に、一生個人では対応不能な語感を持つ「格」の「差」という表現を使う

ことには危険性 20)を感じる。 
2) 令和の中 2 と保護者の進学展望 

「進学希望」で「中学まで」と回答した人数は 2715 名中 10 名未満である(図表 6.)。全体の 6 割超が保護者も

本人も進学展望が適合しており、保護者の見通しより高学歴な進学希望を目指す中 2 は 7%に満たない。令和の

主たる進学展望をめぐる難しさは最終学歴よりも就職までを目指したキャリアコースの設計が主で、若干が昭和時

代以来の学校名ブランド競争(学校歴)感覚が残ると筆者は考える。また、「4 年制大学」という 1 学年人口 5 割近

い大きな属性では大枠すぎて学習・学力やキャリアの議論が困難である。研究者は 4 年制大学教員が多数なので

専門学校・短大等より無意識の優越感を持ちやすいが、入学難易度がより高い専門学校等が令和 6 年度時点で

は一定数存在し、就職後の所得等も地域差が大きいはずで、高等教育 2 年の修学期間差だけで“優劣”はつけ

られない。『寅さん』や『特捜最前線』、『欽八先生』の描く昭和の物語的な“家計理由の不本意な学歴”の光景

は“時代劇”のようなものである。 
「格差」や「貧困」同様の令和のキャッチフレーズが“「F ラン大学」21)への公費投入”批判で 4 年制大卒属

性よりも、“何を学んでキャリアにつなげるか”の連続変数的理解の方が国民目線で妥当・重要であろう。キャリア

の見通しのない進学や学校ブランド名の「差」よりも、「職業選択の自由は好きなことして食べられる権利ではな

い」22)を踏まえた理解を保護者と子供で“共有できない”ことにキャリア教育の改善課題を感じる。いずれにせよ、
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子供個々人のキャリア展望の質、能力とともに環境の質(近くの進学や就職先の選択肢など)や量(世帯のきょうだい

数での同時期の負担総量や地域の生活の基礎支出の価格差など)的差異を留意せず、全国平均の所得と学校段

階の就学の長さだけで公費支出を考えると「天下りが急増する…高校無償化」23)や「「普遍主義システム」そのも

のへの批判…バラマキ」(ブラッド&所 2012,p.67)といった国民からの反応も増えることになろう。 
 
(2)研究目的 2. 子供のキャリアと家計管理の困難・課題 

1) 「要支援群」の量から学校改善上の“一部”を 20～25%とする提案 

『子供の生活状況調査』では“医療や福祉の支えを受けている”保護者や中 2 を識別できないので補足的な

議論を行う。いわゆる生活保護の条件は所得の確保困難であり、その背景要因に「障害者・傷病者」であること

も考慮される。障害者年金という一生涯の福祉の支えを要するまでには至らない状況で、一時的・流動的な生活

保護受給が生存権確保の制度利用である。当然、保護者が障害・傷病から所得で困窮する場合もあり得るし、子

供に障害等があるので社会的支えを前提に自立に格闘するのもキャリアである。所得の深刻度や永続性の段階が

相対的に低ければ、児童扶養手当(多くが課税対象)を受け、より深刻であれば生活保護による教育扶助を受給す

る。回復困難な障害等となれば、障害者年金に移ることとなるが額面によっては生活保護と併せて受給することも

多い。大津(2024)は障害等を背景とする生活保護について現在全体の 2 割超で、この 20 年で倍増していること、

比べて母子世帯は 1 割未満で横ばいであると報告している。しかしながらもともと障害等を背景とする生活保護は

景気動向・失業率や高齢化、各種年金制度との兼合いもあり集計が難しい点を踏まえておきたい(詳しくは櫻井

2014)。 
学校教育では障害者をより広く「要支援」と包括する。橋本(2025)の学齢期児童・生徒全体の中での比率集計

を次に引用する。特別支援学校 0.9%、特別支援学級 3.7%(知的障害者認定就学者が 3%、通級 1.7%)となる。ま

た、通常学級でも 8.8%が要支援(なお、この半数程度は“支援要請を求めない要支援者”)とされる。生徒指導の

課題である不登校が小学校で 1.7%、中学校で 6.0%も上記の課題とあわせて考える必要もある(橋本 2025)。この

辺りを踏まえると、児童生徒の 1 学年人口で一般・普遍とは別に配慮や留意が必要な“気になる一部”の存在は

特別支援教育の「要支援」群合計 14%程度をより大きく見積もるといいのかもしれない。地域差や『全国学力学

習状況調査』の正答率統計で示される第 1 四分位(下位 25%)の基礎学力苦戦群が他の公的統計変数と相関が多

いこと(黒田ら 2024)を考えれば、20～25%24)辺りまで拡大した定義を概数として提案する。ところで相対的貧困に

関する所得を少し大きめの年間 200 万円未満で集計しても 5.7%(『子供の生活状況調査』)または 4.6%(令和 3 年

『国民生活状況調査』)であるが、世帯所得下位 20%では 400 万円未満、25%で同 450 万円未満(『国民生活基

礎調査』も『子供の生活状況調査』もほぼ同)となる。国際基準での相対的貧困やジニ係数を我が国の子供のい

る世帯に強引に当てはめて考える図表 1.よりも、この辺りが学校改善論において現実的かもしれない。 
ところで、子供と保護者の“いずれも”または“いずれか”が障害等を有し得る。この結果として“子供の障害

等ゆえに時間を取られ保護者が就業できず所得が低下する”場合や“保護者の障害等ゆえに所得が低下する”場

合が生じやすい。その上で、“障害等を有する子供は故郷で基礎自治体等の支援を受けつつ自立を探る”ことを

踏まえた上で“障害等があっても可能な限り就労と子供のいる世帯を展望できるようなキャリア・人生設計を模索

する”ことは学校改善論の課題であるといえる。 
2)キャリアと人口移動の“元”と“先”、そして出生に関する傾向 

“生涯未婚率の高い地域”と“第 3 次産業以外に就職先があまりない地域”の関係性が示された。合成変数

“出生率差”25) (図表 12,13,15,16 及び 21)は『国勢調査』「5 年間人口増減」とほぼ一致し、人口増減の内訳は

進学や就職で人口移動(後ほど出生：図表 15)でほぼ説明可能といえそうだ。なお、“移動先”となる地域は第 1・

2 次産業の就業余地が多く、失業率の低い地域である。人口減少時代の現在“出生率差(人口千人あたり)”と「5
年間人口移動」がプラスは 10 県以下なので、“それぞれの平均値(-0.6 と-2.3%)や中央値(-0.8 と-2.8%)より高い”

程度が現実的な“恵まれた地域”と考えることができる。 
上記を踏まえた推論を行う。第 1･2 次産業就職先があまりない故郷に生まれていれば所得・雇用安定性の高い

求人数が限られるので、進学や就職に有能な若者ほど故郷を離れた進学・就職を意識する。また、進学・就職で
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故郷を離れないなら、買い手市場の第 3 次産業の地元就職で“いかにもサービス業なコミュニケーション能力獲

得”に苦闘しやすい。一度、進学や就職で故郷を離れると、移動先は概ね故郷より進学(文化)も就職(経済)も“豊

かな地域”なので“移動”は“移住”になりやすい。半世紀近く、日本人の結婚希望者率は 8 割超と高い(天野

2023)ので、合計特殊出生率は異なっても地域別の最終的な出生率の差は確認できない(前田 2022;天野 2023)。
移動先(出生率差が高い地域)では 30 代後半から 40 代後半で出生率が高い傾向(相関係数は 30 代後半で 0.48、

40 代後半でも 0.42,【データセット 2】参照)が見えるので結婚と出生は遅れるだけで減るわけではなさそうだ。一

方、若者が流出し(出生率差低,図表 21 の“移動元”)やすい、第 3 次産業に就職先が偏る地域は基本的に失業

率が高く、男性も女性も生涯未婚率が高い。なお、日本の過去の合計特殊出生率推移が不景気と連動することか

ら地域は無関係に、所得や雇用安定に恵まれた就労ができなければ結婚も出生も人生設計からなくなりやすいと

いえる。 
2004 年制定以来の第 4 次『少子化社会対策大綱』改定(2020 年閣議決定)は合計特殊出生率等で「希望出生

数 1.8」実現を目標値とする。縦断・コーホート分析を交えた婚姻・初婚あたりの出生数は半世紀にわたりほぼ変

化がなく、“結婚できないこと”と“女性の地方での人口流出”が最大の少子化の要因である (天野 2023)。つま

り、結婚と出生・子育ては比率差こそあれ同変数で、「結婚≒子育て」と表現できる。ゆえに“子育て支援”と“少

子化対策”は別の概念であり、後者は結婚可能性を高める景気対策と失業率抑制・可処分所得向上、キャリア教

育等が主課題となる。敢えて言えば、出生・結婚後の“子供のいる世帯”より“結婚≒出生に躊躇する世帯(単独

世帯含)”の方が「貧困」や「弱者」的傾向が強い。 
3)“結婚≒子育て”の難しい地域で多い、子育ての要支援群 

離婚や死別によるひとり親世帯 26)が福祉の対象であるように、障害発症等で“夫婦で子育てができない状態”

になった場合、所得は単純計算で半減する。失業率や就職先の少ない地域は未婚率自体が高く両親共働きでも

世帯所得は厳しくなりやすい。結婚前に想定外の妊娠をして結婚できた「結婚期間が妊娠期間より短い出生」は

相関係数の高さ(0.82)(【データセット 2】参照)から概ね 20 代前半の出生率で説明できる。また、結婚できなかっ

た場合は非嫡出子となるが、非嫡出子出生率は 20 歳未満の出生率と相関係数の強い相関 があった(図表 19.)。
20 歳前後でこの差が分かれるのは興味深い。非嫡出子の出生率も可処分所得の高い地域と強い負の相関(-0.74)
があり、地域経済・家計の影響が考えられる (図表 18.)。同時に『全国学力学習状況調査』の中学国語の正答率

苦戦群の多さと強い相関があること(図表 20.)を踏まえれば、公立学校の学校改善で結婚・出産の順序をめぐる葛

藤予防効果が期待できる。 
ところで、戦後日本は男女平等が進み結果として学歴とキャリアの平等が進行途上ながら進んでいる。このこと

は男女学歴同類婚(福田ら 2017)を増やし、結婚の学歴組合せ難と結婚後世帯間所得差が増したと想像できる。あ

わせて、ひとり親世帯の 1 割程度とはいえ父子世帯の福祉の枠組みや統計不明確さの放置が問題であろう。 
 
(3)総論と今後の課題 

 1) 総論 1. キャリアと家計と“結婚≒出生”と 

『子供の生活状況調査』とともに 47 都道府県別に公開されている公的統計での探索的なデータ分析を行った。

あくまで横断的データの相関より推測的な議論として子供のいる世帯の家計までの影響過程を図表 22 提案する。

産業と景気で変動する稼ぎ(当初所得)から累進制に基づいた税金や社会保障費が控除され可処分所得(手取り)と
なる。しかし、逆進性を持つ消費税は生活等の基礎支出を増大させてしまい、景気や生活を圧迫する点は周知の

とおりである。可処分所得の背景である産業や景気は地域ごとに当然異なるが、基礎支出も地域ごとに異なる(国
土交通省 2024a)。若者のキャリア後の人生設計の一部である結婚≒出生は可処分所得とのみ相関(【データセッ

ト 2.】参照)があった。多分、基礎支出の大きさは出生後の子育て開始後に驚くのであろう。子育てに関わる(教育

バウチャーでもなく普遍主義的で所得制限もない)給付が増えれば一時的に“助かる”感覚も、教育関連の基礎
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支出(衣食住や“お受験”、習い事・部活動等)の価格

高騰で結局は以前以上の所得の「格差」を実感しや

すくなると考えられる。 
“緊縮財政は人を殺す” (スタークラ―&バ ス

2014(訳書))というが、緊縮財政は景気に悪影響を及

ぼし、可処分所得を減らすことで“未婚≒少子化”を

ももたらす。ところで、今世紀の子育て支援や就学支

援の給付という特定属性世帯への税金投入は、逆進

税制である消費税の増税の交換材料として扱われて

きた。行政制度の複雑さゆえか、給付等は世帯所得の条件が省略され、普遍主義的福祉制度として扱われやす

い。給付金等が“結婚をしたかったができなかった”選択となってしまった現役世代に不公平感や反発感のもとに

なりかねない(この辺りは長濱 2024c;2024d を参照)。 
ところで、現代人は老後働けなくなった際に子供に経済的・生活習慣的に頼ることを想定しないので、後継ぎを

必須とする家業でもなければ結婚も出生も便益では理解しない。家計に限れば、結婚・出生は投資 27)ではなく消

費であろう。が、国や地方自治体では少子化対策も教育も将来の便益(経済効果や税収増、人手不足人件費増加

抑制等)が期待できるので投資になり得る。とはいえ、地方自治体の多く(“出生率差”と「5 年間人口増加率」が

負なのは各々37 道県と 39 道府県)は “若者を引きとめること”の抑制が精々で、見通しがつかず負債のみが残

る投機性も高い。地方は国のように通貨発行ができないし、国の政策決定で給付金や教育・福祉予算の負担分が

自動的に課されるので 28)、予算の自由度をも失っている。あわせて財政力のある自治体のみが相対的に有利な子

育て支援や「教育の無償化」を行うことで、自治体間での不平等な住民の奪い合いが起きるし、学校設置者と入

学者の居住地がズレて、コロナ禍の急な少子化により現在必要な学校統廃合が、混乱しやすくなる。 
近年の中学校受験 29)のブームは高所得の親しか耐えられず結果として“世帯ごとの経済資本の格差感拡大”

が想像できる。戦前から義務教育段階の「お受験」(石田 2010)は同程度の所得階層子女で集まることを主な動機

としている。“私立・名門公立中お受験”の保護者の本音の動機は“類似高所得者で集まり”かつ“学力苦戦群

のいない学校での学習指導”で受験学力向上に集中することであろう。この雰囲気への地方の公立学校現場の教

職員や保護者の立場の本音は“自身は都市圏で高所得を得る大学教員等が「貧困対策」や「障害への包括性」

を語ることで公立学校に課題を押し付け、自身の子女は貧困や障害を排除した学校に義務教育段階から「お受験」

させている”ことへの不満である。 
2) 総論 2：税制の累進性・逆進性の軸と教育・福祉の普遍性・選別性の軸 

「格差」や「貧困」、「国民の分断」、「将来世代につけを残さない」という貧困対策のキャッチフレーズ群で「公

正性」が強調されると反論自体が許されないような雰囲気がある。しかし、対になるように上記の文脈が「不平

等」である。補助金・給付金、「教育の無償化」の税金投入の拡大は「過剰な優遇」や「バラマキ」、「行政の無

駄・天下り」、「税金の中抜き・搾取」などのキャッチフレーズが対置する。双方の感情を刺す“キャッチｰな表現”

も一定の妥当性と信頼性のある表現である。この問題は“平等が不公正”となるように、“公正が不平等”となる

ので、公正と平等の両極の妥協を国民全体の「公平感」で調整することではないだろうか。また、税制の累進性・

逆進性の軸とその使い方としての教育や福祉行政の普遍主義・選別主義の軸からくる不公平感の問題も妥協を考

える課題である 30)。 
筆者は「ロスジェネ」や「就職氷河期世代」31)で、コーホートとして生涯未婚率と少出生率がほぼ確定した世

代である。この世代がキャリアを重ねた期間は 1997 年と 2014 年、2019 年の消費税率増による不景気・失業の恐

怖と「ブラック労働」を背負ってもきた。「子供の貧困対策」も重要ではあろうが、この世代の多くが可処分所得の

低さゆえに結婚≒子育てという本音では欲した人生設計を描けず“第 3 次ベビーブーム”を担えなかったことも事

実である。2009 年からの子供手当は通貨発行権のない地方自治体にも負担となり地方格差・地方の行政自由度

を奪ったし、選挙権のない企業等の負担分増により失業率低下・賃上げの妨害にもなった(西沢 2023)。子供手当

大幅増額(普遍主義的子育て支援)が消費税率増につながり、結果として不景気・高失業率、生涯未婚と少出生を

図表 22．子供世帯の家計背景仮説  
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確定させたとの仮説も成り立つ。 
令和 6 年度末現在、“いわゆる 103 万円の壁ひきあげで○兆円翌年度税収が減るので、代案に△千億円支出

で済む「高校無償化」”というような生存権に関わる可処分所得向上の論点かく乱に学校教育の給付が使われて

いる。上述はいずれも、個人の選択や政治の要請に対する不公平感の高い過剰な斟酌 32)にも見える。累進性・

逆進性や普遍主義・選別主義、さらに平等・公正の“いずれかの軸が正しい”かのように誤解をするのではなく

大多数が現実的に妥協できるようなバランスで公平感への配慮が必要であろう。そして、何よりも働き、稼ぎ、経

済成長と納税を支える労働者のおかげで教育も福祉も成立している(長濱 2024e)、という当たり前のことを忘れて

はならないのだろう。 
3) 総論 3. 資産に定義しにくい時間と仮称「可処分時間」の提案  

本稿で数字として把握はできなかったが、3 世代以上家族から核家族、一人親世帯のように子供に対する大人

数が減ると、“所得か時間か”の欠乏の選択を迫られるはずである。経済的な余裕のなさと時間的余裕のなさが

相互に因果関係をもつことは貧困研究(石井・浦川 2014)として成立し、近年は「時間貧困」が他の資本の欠乏と

は異なる影響を持ち(石井・浦川 2020a)、育児にも影響する過程が提示されている(石井・浦川,2020b)。時間を“豊

かさ”や“資源”と考える発想は年代や世帯属性に左右されず全国民共通に受け入れてもらえる発想である。今

世紀初頭に「健康寿命」概念が示されて以降、健康に時間を「投資」することが不可欠で「生涯可処分時間」が

示された(国土交通省 2005)。内閣府(2005)も「時持ちが楽しむ健康寿命 80 歳」や「二転職四学習時代」という

生涯学習・生涯現役労働者の提案を示した。これらは働き方改革の試行版は、その後のデフレ不況であり就職氷

河期世代のような人を使い捨てにするブラック労働の時代で一時忘れられ、人口減少時代突入(2008 年～)と景気

好転(2013 年～)、働き方改革関連法成立(2018 年)後に同様の議論が再びなされはじめた(例えば、経済産業省

2019)。 
長尾(2023)は公的統計で国民の生活時間を詳細に測定する『社会生活基本調査』を分析し 1 日の時間の内“生

存に必要な活動に関わる時間”と“社会生活の義務的な時間”を差し引いて“個人が自由に使える時間”つまり

「可処分時間」を算出分析している。「可処分時間」測定・計算の議論は今後の課題ではあるが、このような概

念は学校改善になじみやすく有益であるように感じられる。もともと子供の学習には時間・空間・仲間の確保が必

要で、客観的にデータとして生活習慣改善を支える可能性も高い。また、そもそも学力の一部である基礎基本的

技能(心理学でいう「スキル」)は時間的な生産性の力でもある。現在の学校の教職員の多忙はデフレと緊縮財政

による教育予算削減を労働力・労働時間で埋め合わせてきたこの 30 年の学校文化の軌道修正課題ともいえる。

労働者である保護者自身もこのような苦労は深刻で、学校現場での教職員と保護者との葛藤は“経済的ゆとりの

問題”よりも“時間資源の奪い合い(負担の押し付け合い)”が発端となりやすい印象を筆者は持っている。 
4) 本稿のデータ分析上の課題 

 『子供の生活状況調査』のデータ報告は Excel に 40 のシートが存在し、本稿ではそのうち 10 シート程度の加

工統計を報告した。多様な分析余地があり課題と可能性は無限にも感じられる。このあたりを踏まえた上で現状の

データ分析課題を 2 点整理し、本研究(2)の課題としたい。 
 1 点目は『子供の生活状況調査』クロス集計データにおいて「保護者票」の『K6』尺度(問 22)や、「中学生票」

『主観的幸福感(生活満足感)尺度』(問 14)など重要なデータについて未着手な点である。主観的幸福感(生活満

足感)については OECD『PISA』の日本版報告書において「生徒の well-being」や「健やかさ・幸福度」(国立

教育政策研究所 2016)などと関連性が紹介され、『第 4 期教育振興基本計画』では「社会に根差したウエルビー

イング」などと表記されている。このような日本語訳の表記ゆれがあることからわかるように、幸福(日本国憲法第

13 条の訳としての「happiness」)と満足(WHO 憲章の「健康」定義としての「well-being」)は数的・質的な違

い(例えば、大守 2014;小林ら 2015)が確認済みで、内閣府の直近の議論(大守 2019)でも測定の使い分けが課題と

なっている。 
まずは『e-Stata』で公刊されている公開の「クロス集計」の中 2 と保護者データのさらなる整理が重要である

が、上述の『K6』や『主観的幸福感(生活満足度)』については個票を集計する必要も感じられる。幸いにも『子

供の生活状況調査』は公的統計ミクロデータ利用(調査票情報のオンサイト利用)の可能な公的統計に指定されて
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いるため個票を用いた集計報告も本研究で今後、試みたい。 
2 点目は研究目的 2.で行った公的統計の横断的相関分析でキャリアや人口移動、人生設計の仮説を提案したの

で、時系列の因果モデルで仮説の確認的検討を行う必要性である。公的データ分析は縦断的に個票を紐づけた

検討が可能で最も簡単なのが 47 都道府県を個票として紐づけて縦断的に集計・分析を行う手法で、これは本誌

でも先行研究(長谷ら,2024)が存在する。なお、前述のように「就職氷河期世代」は生涯未婚等の確定したコーホ

ート研究の題材となり得る。ちょうどこの子供世代に重なる『21 世紀出生児縦断調査』33)等とあわせた検討を行え

ば、本稿提示仮説的議論の確認的検証が可能になろう。 
5) 今後の研究課題 

 本稿をまとめたうえで今後の学校改善に関わる調査研究全般の課題について考えたい。 
 1 点目は“尺度の統合整備”の必要性である。ストレス反応尺度を例にとれば、近年の『K6』尺度や厚生労働

省『ストレスチェック 57 項目』の公刊統計での公開と科学的知見の蓄積は目覚ましくカットオフ値を有する実践改

善上の強みも有する。また、主観的幸福度(生活満足感)についても OECD『PISA』だけでなく内閣府は 2021 年

度から「分野別指標群(ダッシュボード)」34)の報告を行っており 10 年前と比べて状況が全く異なる尺度の充実感を

感じることができる。このような公的統計等が充実した時代を迎えては、学校改善の調査研究は使用尺度を極力、

公的統計採用尺度で統合整備を図る発想が必要になりそうだ。この尺度統合整備は比較可能性と回答者負担の

省力化、実践改善の頑健性などから是非必要である。その他類似尺度(ストレス反応でいえばバーンアウト尺度群

や GHQ など)は比較研究等の目的以外では採用を見合わせることも考慮したい。学校改善の調査を設計する際

は、論文検索以上に公的統計の『e-Stata』などから自身の課題意識に見合った尺度・測定概念の探求を行うこと

が重要になろう。 
 2 点目は学校や教職員、児童生徒、保護者等の改善を論じる際に、多層的単位として国と地域、学区、個々人

を分けて考えることの必要性である。その上で、それぞれの単位において、平均的な普遍と特別・部分の選別を

区切った議論が客観的数字(エビデンス)を考える上で必要である。本稿では筆者が私見として述べたロスジェネや

就職氷河期世代としての怨念のこもった主観的感覚(ナラティブ)も提示した。“子供の貧困世帯とロスジェネのいず

れがより弱者か”などの主観どうしの議論は万人の万人に対する不毛な闘争である。主観は研究自体の仮説の出

発点か推論の歪みの自己申告としての提示に留めるべきかもしれない。また、実践研究は実証的根拠があっても

学区や学級単位の個別性が強い単位の議論である。逆に、「子供の貧困」を国際基準や全国の所得で把握するこ

との大枠の基準は主観からすると妥当性から乖離が生じやすい。国と個との間の 47 都道府県や本稿未検討の 1700
超基礎自治体別の検証で多層・多様な環境の様相をおさえ、全体像と個々の状況の解像度を各々整理し、どれも

大切にする発想が妥当といえよう。「貧困」や「包括性」といった「公正性」という主観的正義感と複雑な数字の

様相のいずれをも尊重するような言葉と数字の限界に謙虚な議論を大切にしたい。 
 
註 

1) 『e-Stata』(https://www.e-stat.go.jp/)上の各統計 URL が過剰に長いので、以降は『統計名』と「表題」を記す。 

2) 『子供の生活状況調査』では「世帯全体のおおよその年間収入」(「保護者票」問 18)を尋ねている。本稿は『子供の生

活状況調査』のデータのみを指して「世帯収入」と表現し、この他は総務省統計局「家計調査 用語の定義」(URL:https:

//www.stat.go.jp/data/kakei/kaisetsu.html)や『所得再分配調査報告書』に基づいて「当初所得」と「総所得」、「可処

分所得」、「再分配所得」からなる一連の表現で統一する。 

3) 図表 1.は『令和 4 年国民生活基礎調査』における『e-Stata』の「所得・貯蓄」における第 2,13,17,26 表を集めて作成し

た。なお、『国民生活基礎調査』は 18 歳未満の「児童のいる世帯」を、『国勢調査』は 3 歳未満と 6 歳未満、12 歳未満、

15 歳未満、18 歳未満、20 歳未満の 6 階級別で「子供のいる世帯」を集計報告している。 

4) 厚生労働省『令和 3 年度再分配調査報告書』(URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/96-1_r03kekka.html)を参

照。 

5) 相対的貧困率は内閣府ら(2015).が詳しい。国際基準の相対的貧困は等価可処分所得で算出され、概ねその額は日本で

は世帯所得 150 万円前後とされる。とはいえ、我が国には社会保障制度として各種年金や生活保護制度さらに医療・教育等
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の支給が存在するし、『国民生活基礎調査』等での世帯所得は概ね再分配所得にあたる。相対的貧困については「国際比較

は一つの方法ではあるが、その結果の解釈には注意を要する」(内閣府ら 2015)と理解したい。なお、生活保護制度等につい

て注目すれば、近年の主たる問題は高齢化と単身世帯の急増さらに地方の郡部・町村居住の問題である。 

6) 内閣府『令和 3 年 子供の生活状況調査の分析 報告書』(URL:https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12772297/

www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/chousa/r03/pdf-index.html)を参照。 

7) 例えば、47 都道府県という大枠の地域間比較を通しても可処分所得は 1 位東京の月額約 49 万円から 47 位沖縄県の約 3

2 万円と差がある。これが経済的余裕(可処分所得から月当たり基礎支出を除いた額)となると、1 位の茨木県の約 31 万円か

ら 26 位東京都の 26 万円、46 位沖縄県の約 17 万円とさらに様相がかわる(国土交通省 2024a)。“どの統計に着目するか”と

ともに全国一律の全体・普遍的課題設定だけでは 47 都道府県の大枠でも実態乖離な認知を持ちかねない。 

8) 高等教育局私学部私学助成課「私立高等学校(全日制)の初年度授業料等について(令和元年度～令和 6 年度)」(URL: h

ttps://www.mext.go.jp/content/20241224-mxt_sigakujo-000039316_1.pdf)における令和 6 年度の授業料と学納金、施設

整備費用等を合計した 47 都道府県の平均金額を引用とした。 

9) 国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集」「ⅩⅡ．都道府県別統計」(URL: https://www.ipss.go.jp/syou

shika/tohkei/Popular/Popular2024.asp?chap=12)から次の都道府県別変数を数列に引用した。「表 12－25 都道府県，女

性の年齢(５ 歳階級)別出生率：2022 年」より、年齢別出生率(総数)、(15～19 歳)、(20～24 歳)、(25～29 歳)、(30～34 歳)、

(35～39 歳)、(40～44 歳)、(45～49 歳)。「表 12－26 都道府県別普通および標準化出生率，死亡率：2020 年」より出生率

(普通率)、出生率(標準化率)を引用し、前者と後者の差を合成変数 (普通率-標準化率)とした。「表 12－35 都道府県，性別

平均初婚年齢：1950～2020 年」より女性平均初婚年齢数。「表 12－32 都道府県別離婚数および率：1900～2022 年」より

離婚率。「表 12－35 都道府県，性別平均初婚年齢：1950～2020 年」より平均初婚年齢。「表 12－31 都道府県別婚姻数お

よび率：1900～2022 年」より婚姻率。「表 12－36 都道府県別男性 30～34 歳，女性 25～29 歳未婚割合：1970～2020 年」

より 2020 年の値から 1990 年の値を差し引いた合成変数男性未婚上昇年齢数、女性未婚上昇年齢数。「表 12－37 都道府

県，性別 50 歳時未婚割合：1920～2020 年」より「50 歳男性未婚率」と「50 歳女性未婚率」。 

10) 『e-Stata』上の『令和３ 年度 人口動態統計特殊報告 出生に関する統計』「第 20 表 出生数，母の年齢(５ 歳階級)・

嫡出子－嫡出でない子・都道府県別－令和元年－」の「嫡出子でない者」等から「総数」を割り合成変数「非嫡出子率」

等を算出した。 

11) 国土交通省(2023). 『第２ 回地域生活圏専門委員会 配布資料』(URL: https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/k

okudo03_sg_000292.html)における「人口動態統計関連データ集」と「都道府県別の経済的豊かさ(可処分所得と基礎支出)

(2019 年)バックデータ」を引用。 

12)  『e-Stata』上の『令和 2 年国勢調査』「就業状態等基本集計(主な内容：労働力状態，就業者の産業･職業，教育な

ど)」の、「10-1 表 男女，年齢(5 歳階級)，産業(大分類)，職業(大分類)別就業者数(15 歳以上)－全国，都道府県，21 大都

市，特別区，人口 50 万以上の市」を引用。 

13)  『e-Stata』上の「令和２ 年度被保護者調査教育扶助受給人員、小－中学校・都道府県－指定都市－ 中核市別 2020

年」と「福祉行政報告例 / 令和４ 年度 福祉行政報告例 児童福祉」、「56 統計表名 児童扶養手当受給者数，都道府県－

指定都市－中核市×世帯類型・対象児童との続柄・手当の支給類型・受給対象児童数・公的年金の受給別(2022-09-22)」

より 47 都道府県ごとの扶助者数と扶養者数を引用し、『令和 6 年度学校基本調査』の 47 都道府県ごとの小学校児童数と中

学校生徒数を合計したものを割ることで各々の率を合成変数を算出。 

14) 黒田ら(2024)による 47 都道府県別の『全国学力・学習状況調査』の正答率等の相関を算出した Excel データセットは

「【41】黒田ら(2024)に関する公開データセット」(URL: https://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents

/detail/290812/c73cbac2e9b0dad0c78ea82720f3507e?frame_id=699440)を引用。 

15) 「【87】高木、(2025).「『子供の生活状況調査』等の公的統計のデータマイニング(1) 」公開データセット A」(URL: htt
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ps://researchmap.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/290812/c5d834b90cb8c328b784a4a81ae084a9?fra

me_id=699440)の 2 次元コード 1 に示す。 

16) 「【88】高木、(2025).「『子供の生活状況調査』等の公的統計のデ

ータマイニング(1) 」公開データセット B」(https://researchmap.jp/m

ultidatabases/multidatabase_contents/detail/290812/d6485cd661d9

db09e92c06e1f5375986?frame_id=699440)の 2 次元コード 2 に示す。 

17) 「保護者票」質問 18 の「世帯収入」の質問教示では「年間収入(税

込)」で給付金等もあわせて回答するように表現されている。これは『国

民生活基礎調査』の世帯所得と同様に再分配所得(ただし現物給付を含

まない)を意味すると理解できる。なお、「収入」という表現を使った理由はわからない。 

18) “現代人はビタミン不足か?”と、“レモンはビタミン含有量の単位となるのか?”を未確認のまま、イメージで「妥当性」

や「説得力」を誤認するような注意点の喩え。澁川(2024)が詳しい。 

19) 2020 年『国勢調査』(10-1「男女，年齢(5 歳階級)，産業(大分類)，職業(大分類)別就業者数(15 歳以上)－全国，都道

府県，21 大都市，特別区，人口 50 万以上の市」によれば、第 3 次産業に従事する女性は 51%であるが内訳として P.医

療，福祉で 75%、M.宿泊業，飲食サービス業で 63%、N.生活関連サービス業，娯楽業で 61%、O.教育，学習支援業で 0.

59%、J.金融業，保険業で 57%である。比較的女性の就労率の低い高齢者も含めてのこれらの値は大きい。 

20) 昭和芸能史の中で、徳光和夫氏が山口百恵氏と三浦友和氏の交際を「格が違う」とテレビで断じて、後に「失言」とし

て謝罪をした逸話(『デーリースポーツ(2017.06.11)』) (URL: https://www.daily.co.jp/gossip/2017/06/11/0010274640.

shtml)を参照。キャリア発達する他者に「格」や「格差」をつけることへの注意と謙虚さを見習いたい。 

21) 全入等で受験難易度が「フリー」または「ボーダーフリー(B.F.)」として公開された大学のこと。今世紀初頭から当該表

現は存在したが、あくまで“受験不合格ラインが存在しない”のであって、“優れた”“真面目な”学生がいる点は強調した

い。10 年代中盤までは入試の偏差値等の基準が“大学経営・教職員組織の質に関する高校進路指導者の評価”の「格」と

の印象があった。が、18 歳人口減少で国公立大学の一部も定員割れが生じる近年は入試の偏差値よりも“定員充足率”に

「格」の基準が移っている印象である。このような大学組織・教職員の課題点は居神(2018)が詳しい。 

22) 人材コンサルタント増沢隆太氏の「 NHK で話題となった「貧困 JK」を生み出すキャリア教育の深刻な問題」(URL: ht

tps://sharescafe.net/49388686-20160826.html)の指摘。2016 年にある公営放送が「貧困女子高生」として放送された番組

が本質と異なる違和感で社会的に議論された際の解説である。 

23)  ｢天下り先が激増する"石破総理の持論"高校無償化｣(URL: https://www.youtube.com/watch?v=NflZU5dcCjs)での

経済学者飯田泰之氏の言。私立学校が私立のまま公費投入を受けることは教育内容や人事に公の指示・干渉を受け私学とし

ての経営自由度や魅力を失い子供・保護者にも内容面で影響があり得る。私大の経済学者の言として重い。 

24) 経済学等で「世帯所得中間層」を“第 2 四分位から第 3 四分位”や“第 2 五分位から第 4 五分位”ともする。 

25) BS テレ東(2024/6/18)「消滅可能性 まだ 744 自治体 石川和男の危機のカナリア (2024 年 6 月 15 日放送)【公式】」

(URL: https://www.youtube.com/watch?v=FtabF6jlBAQ&t=707s)での議論を参照した。合計特殊出生率が分母に“(移

動後の)5 歳階級人口”を用いて算出するため、例えば若者が希望して移動した先では“いったん低く算出”される現象であ

る。人口 1000 人当たりの出生者数では人口移動先となる自治体も相応に比率が高く、“移動後に遅れて就職・結婚・出産が

なされる”ことも示唆されている(同様に前田 2022;天野 2023)。本稿では人口 1000 人あたりの「出生数(普通率)」の数字か

ら、「出生数(標準率)」(合計特殊出生率を加重化した公的統計で公開される合成変数)を差し引いた合成変数を算出、この数

字が『国勢調査(第 1 面事項)』の「過去 5 年の人口増減」(黒田ら 2024)と高い相関係数(0.92)を確認した。 

26) 子供に関する公的統計では例えば『e-Stata』上で『令和 4 年 国勢調査』「夫婦及び子供に係る世帯の状態」の「子

供(未婚の親族)男女」(16-1)や「同居・非同居別子供(未婚の親族)」(16-2)など本稿課題からすれば興味深い。 

27) 少子化対策や教育を「投資」として考えた場合、単年度ではなく複数年度で便益(他領域等にも与える利益や損失予防で

の潜在的利益も集計に対する負担の差額)計算が必要になる(費用便益分析)。便益を根拠に「実施か不実施か」を判断する

のは有権者の当事者と非当事者それぞれの満足感を合わせて判断する政治過程なのであろう。例えば人口減少地帯の私立

大学の公立化判断は“「地方の私立大学は滅亡するか、公立化するしか道はない」(鵜崎 2020,p.64)現実に基づき“当該私

2 次元コード 1.  2 次元コード 2.  
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立大学滅亡による人口減少が地方自治体税収減や地域の人手不足・人件費高騰と生活基盤維持劣化で生じる負の便益試

算”で住民全体の多数決により判断されよう。なお、経済資本は複数年度を見通すうえで利率等も考慮を要するとする今世

紀初頭の政府投資の議論(例えば高橋 2004)から設定された「社会的割引率」の考慮も必要となる。キャリア論としては大学

進学の社会的投資効果に関する分析(島ら,2018)等の学術試算の例もある。この数字も概算で、この 20 年来の政策金利の低

さにもかかわらず社会的割引率が“過剰に高い”とする問題視が散見され(例えば、大谷ら 2013;国土交通省 2024)、以前よ

り投資の便益分析は投資効果が前向きに再計算されて積極的になる可能も想定できる。 

28) 1971 年成立の児童手当は 2009 年の民主党政権による子ども手当法により拡大・変化している。南宇山(2011)はその歴

史的経緯をまとめつつ 2010 年ごろまでの家計への影響を計算し、全体の 1～3%程度が使われ他は貯蓄に回ったものと試算

している。「子ども手当」を評価するあまり消費税率の引き上げを自明視する指摘(例えば、ブラッドショー・所 2011)もある

が、近年は行政サービスの拡充を理由に増税を課すことの疑問も多い。「児童手当」について西沢(2023)は「水平的公平性

に欠け」、「正規雇用抑制的」で、選挙権のない事業者や地方自治体を負担に巻き込み、税と社会保険料の区切りを曖昧に

し、「貧困対策」なのか「子育て支援」なのか目的不明瞭で、共働き世帯に有利で片親世帯に不利な逆進性が強く、税の

議論を回避するための名目に利用されている点など多数の問題を指摘している。 

29) ブラック企業潜入取材で著名な横田(2013)の議論と追加話題「No.539 中学受験の闇を横田増生に聞いた」(https://w

ww.youtube.com/watch?v=PEQukebgMM4)を参照した。公立中学校の受験学力と生徒指導問題不信が表面的な義務教

育学校段階での「お受験」の背景であるが、内実は中高一貫校による大学受験対策の特化と保護者の所得・社会階層に近

い層で集まるための排除性・非包摂性の階級再生産的な動機が強そうである。なお、横田の指摘通り、私立中学校等の生

徒指導問題の安定感イメージは統計的実態が把握困難で“公立より安心”の根拠があるわけではない。 

30) 税率を担税力にあわせて調整する税制の累進性の対が逆進性である。また、生存権をめぐる広義の福祉制度(公教育も

含まれる)において一部に注力する選別主義と普遍主義の対概念がある。加藤(2004)は戦後の高度経済成長の国際比較の中

で日本では消費税にあたるような逆進的課税の導入経緯と意義を整理している。安中ら(2022)はこの論点の実験的調査研究

を行っている。そこでの税制の累進性・逆進性と選別性・普遍性の選択傾向に関する議論の考察として“負担は余裕のある

者にか、均等負担か”や“支援は選別か普遍か”等の問いは教育原理的論点としても興味深い。また、安中ら(2022)の訳

「逆進的な収入構造と大きな再分配福祉国家の反直感的組み合わせ」(Beramendi & Rehm,2016)という「パラドックス」

とともに、“日本特有の高所得層の持つ低所得層への一定の配慮”や“高所得層が消費税を福祉目的ではないと考えてい

る”、“逆進課税と普遍主義的分配が低所得者に福祉国家としての信頼感を低下させている”、“増税が福祉ではなく国家財

政健全化に利用されている”との示唆・解釈はここで紹介しておきたい。 

31) 今世紀初頭には「ロスジェネ」は一般的表現になっており、池井戸潤氏の小説『ロスジェネの逆襲』(2009 年より連載)は

2003 年ごろを舞台としている。また、近年この概念が「就職氷河期世代」として学術研究レベルの議論となっている。例え

ば近藤(2024)は 1993～98 年新卒を「前期」、99～04 年新卒を「後期」就職氷河期世代と呼ぶ。これより少し長く永濱(202

4b)はリーマン・ショックからの回復を考慮して 2010 年新卒ぐらいまでの給与や不本意非正規雇用問題を解説している。この

「前期」世代にあたる第 2 次ベビーブーム世代(1971～74 年生)は新卒から就職氷河期世代で幻となった“第 3 次ベビーブ

ームの親世代”で、2020 年ごろより生涯未婚率が確定したコーホートということになる。 

32) 田中(2005)では所得税は「担税力に即した課税」をする上で、“最低生活費としての基礎的人的控除”と“課税の最低限

を意味する給与所得控除”について、累進課税制度での、一方または両方が生存権(日本国憲法第 25 条)に起因するとの論

点整理を行っている。「そもそも税制に多様な機能を持たせようとしても自ずと限界があることから、個人が選択した結果によ

って不公平な税制とならないように個人的事情や政策的要請等の斟酌度合は必要最小限にとどめるべき」(要約部結論)との

指摘は現代的な税と社会保障と普遍主義的福祉政策への論点でもあると感じる。 

33) 『21 世紀出生児縦断調査(平成 22 年出生児);調査の概要』(URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/27-22a.html

#link01)を参照。平成 13 年生まれと平成 22 年生まれのコーホート比較調査が蓄積中である。 

34) 内閣府「満足度・生活の質を表す指標群(well-being ダッシュボード)」は全体に 4 つ、11 分野別合計 44 の調査結果に

ついて 2019 年度以来の各年度と都道府県、自治体ごとに可視化して確認可能なインターネットサイト(https://well-being.d

igital.go.jp/dashboard)である。2019 年当初の課題と展望は大守(2019)を参照。 
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附記 

本研究は科学研究費補助金(23K20182)「若年層教員の教職キャリア発達についてのマルチパネルデータ分析」(代表,露口

健司)の助成を受けている。なお、本稿の内容や意見は、筆者個人に属し、筆者の属する組織および科研共同研究者らの公式

見解を示すものではない。 
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